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会 長：ただ今から、令和５年 第４回定例総会を開会いたします。 

    出席委員は８名中８名で、定足数に達しておりますので、総会は成立 

    しております。 

    本日の議事録署名人に、１番と２番を指名いたします。 

会 長：初めに、日程第１、農地法第３条の規定による許可申請について、議案番

号２２号を上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号２２号を朗読） 

(説明) 当案件は、位置図にありますとおり小動地域内にある農用地区域内農地３

筆です。譲受人はトラクターやコンバイン、田植え機等を所有して                                               

おり、本人ほか２名で花きや水稲、露地野菜を作付けしています。自宅か

ら当該地までの通作距離は約２００ｍで、徒歩約３分です。また、権利を

有するすべての農地を効率的に耕作し、農作業に従事する日数が年間１５

０日以上であるため、今回の権利の設定による周辺農地への影響はありま

せん。以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当しませんので、

許可条件の全てを満たしていると考えられます。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である１番から農地法の観点から現地調査 

の結果並びに補足説明いたします。 

１ 番：先日事務局職員と現地確認しました。当該地はリサイクルセンターの南側

に面している農地です。譲受人は必要な機材等を所有し、適切に農地を管

理している方なので問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２２号について、 



 
 
 

    原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号２２号は原案のとおり許可書を交付する

ことに決定いたします。続いて、議案番号２３号を上程いたします。事務

局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号２３号を朗読） 

(説明) 当案件は、位置図にありますとおり宮山地域内にある農用地区域内農地３

筆です。譲受人はトラクターやコンバイン、耕耘機等を所有して                                               

おり、本人ほか１名で水稲や露地野菜、施設野菜を作付けしています。自

宅から当該地までの通作距離は約３０ｍで、徒歩約３０秒です。また、権

利を有するすべての農地を効率的に耕作し、農作業に従事する日数が年間

１５０日以上であるため、今回の権利の設定による周辺農地への影響はあ

りません。以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当しませんの

で、許可条件の全てを満たしていると考えられます。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である６番から農地法の観点から現地調査 

の結果並びに補足説明いたします。 

６ 番：先日事務局職員と現地確認しました。譲受人は適切に農地を管理及び耕作

をしている方なので問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２３号について、 

    原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号２３号は原案のとおり許可書を交付する

ことに決定いたします。次に、日程第２、農地法第４条の規定による許可

申請について、議案番号２４号を上程いたします。事務局より議案の朗読

と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号２４号を朗読） 

 (説明) 当案件は、位置図にありますとおり倉見地域内にある農業振興地域内農

地１筆の一部で、転用事業の内容は管理用通路です。当該地は西側貸駐車

場を転用した際に、東側宅地から越境している枝葉を避けるために残した

残地ですが、今回、その枝葉の剪定や落ち葉等の清掃のための管理用通路

として利用するため、所有者が申請地を自ら転用するものです。所有者は、

転用工事を実施する資力があり、転用の確実性は明らかです。なお、農地

法に基づく農地転用許可の判断基準となる農地区分は、第２種農地です。

許可の基準としては、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供するこ

とにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められ

る場合は、原則として許可できないということでありますが、本申請の場

合は申請地でなければ事業の目的を達することができないと判断されま

すので受理いたしました。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である私から、農地法の観点から現地調査の結

果並びに補足説明をいたします。 

会 長：先日事務局職員と現地確認しました。西側は駐車場、東側は宅地、北側は

道路、南側は貸駐車場及び貸資材置き場に農転申請中で、周辺に農地はない

ため問題ないと思います。 



会 長：それでは、質疑に入ります。ただいまの説明について、発言のある方は挙

手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２４号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号２４号は原案のとおり許可相当として意

見書を添え、県に進達することに決定いたします。次に、議案番号２５号

を上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号２５号を朗読） 

 (説明) 当案件は、位置図にありますとおり倉見地域内にある農業振興地域内農

地１筆の一部で、転用事業の内容は貸駐車場及び貸資材置場です。近隣に

事業所があるコンクリート圧送業者が、事業拡大により現在使用している

車両置場及び資材置場が手狭となっていることから、当該地を借用したい

と要望があり、所有者が申請地を自ら転用するものです。所有者は、転用

工事を実施する資力があり、転用の確実性は明らかです。なお、農地法に

基づく農地転用許可の判断基準となる農地区分は、第２種農地です。許可

の基準としては、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することに

より当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められる場

合は、原則として許可できないということでありますが、本申請の場合は

申請地でなければ事業の目的を達することができないと判断されますの

で受理いたしました。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である私から、農地法の観点から現地調査の結

果並びに補足説明をいたします。 

会 長：先日事務局職員と現地確認しました。西側は道路、東側は宅地、北側は駐

車場、南側は貸駐車場及び貸資材置き場に農転申請中で、周辺に農地はない

ため問題ないと思います。 

会 長：それでは、質疑に入ります。ただいまの説明について、発言のある方は挙

手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２５号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号２５号は原案のとおり許可相当として意

見書を添え、県に進達することに決定いたします。次に、議案番号２６号を

上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号２６号を朗読） 

 (説明) 当案件は、位置図にありますとおり倉見地域内にある農業振興地域内農

地１筆の一部で、転用事業の内容は貸駐車場及び貸資材置場です。近隣に

事業所がある基礎、外構工事業者が、事業拡大により現事業所の車両置場

及び資材置場が手狭となっていることから、当該地を借用したいと要望が

あり、所有者が申請地を自ら転用するものです。所有者は、転用工事を実

施する資力があり、転用の確実性は明らかです。なお、農地法に基づく農

地転用許可の判断基準となる農地区分は、第２種農地です。許可の基準と

しては、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該

申請に係る事業の目的を達成することができると認められる場合は、原則



として許可できないということでありますが、本申請の場合は申請地でな

ければ事業の目的を達することができないと判断されますので受理いた

しました。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である私から、農地法の観点から現地調査の結

果並びに補足説明をいたします。 

会 長：先日事務局職員と現地確認しました。西側は道路、東側は宅地、北側は貸

駐車場及び貸資材置き場に農転申請中、南側は譲渡人の農地です。そのため、

周辺農地に影響はないと考えますので問題ないと思います。 

会 長：それでは、質疑に入ります。ただいまの説明について、発言のある方は挙

手願います。 

（５番挙手） 

５ 番：議案番号２５号と２６号について、別々の申請である理由としては、譲受

人が異なるから、とういう認識でよろしいですか。 

事務局：ご認識のとおりです。農転の許可申請につきましては、１事業 1申請とな

っていますので、譲渡人及び転用事業が同一でも譲受人が異なる場合は別

申請となります。 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２６号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号２６号は原案のとおり許可相当として意

見書を添え、県に進達することに決定いたします。次に、日程第３、農地

法第５条の規定による許可申請について、議案番号２７号を上程いたしま

す。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号２７号を朗読） 

 (説明) 当案件は、位置図にありますとおり宮山地域内にある農業振興地域内農

地１筆で、転用事業の内容は資材置場です。土木・建築業を行っている譲

受人が、事業拡大により現事業所の資材置場が手狭となっていることか

ら、新たな資材置場を確保するために当該地を転用するものです。譲受人

は、転用工事を実施する資力があり、転用の確実性は明らかです。なお、

農地法に基づく農地転用許可の判断基準となる農地区分は、第２種農地で

す。許可の基準としては、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供す

ることにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認め

られる場合は、原則として許可できないということでありますが、本申請

の場合は申請地でなければ事業の目的を達成することができないと判断

されますので受理いたしました。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である３番から、農地法の観点から現地調査の

結果並びに補足説明をいたします。 

３ 番：先日事務局職員と現地確認しました。当該地は、細長い土地で三面が道路

に囲まれており、北側が宅地となっています。整備計画では周りをフェンス

で囲む予定でありますが、譲受人と北側宅地の居住者が知人であることか

ら、コミュニケーションが取れているということなので問題ないと思いま

す。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２７号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 



（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号２７号は原案のとおり許可相当として意

見書を添え、県に進達することに決定いたします。続いて、議案番号２８

号を上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号２８号を朗読） 

 (説明) 当案件は、位置図にありますとおり田端地域内にある農業振興地域内農

地１筆で、転用事業の内容は敷地拡張です。食料品や日用品等の販売業を

行っている譲受人が、隣地で経営している店舗の来店者が増加し駐車場が

混雑していることから、現駐車場を拡大するために当該地を転用するもの

です。譲受人は、転用工事を実施する資力があり、転用の確実性は明らか

です。なお、農地法に基づく農地転用許可の判断基準となる農地区分は、

第１種農地です。第１種農地は原則転用できない農地でありますが、農地

法施行規則第３５条第１項第５号の規定により、「既存の施設の拡張」の

場合、例外的に許可できるとされています。当該申請は、隣接地店舗駐車

場敷地の拡張と考えられることから、その転用目的が農地転用の許可基準

となる立地基準に適合することとなります。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である７番から、農地法の観点から現地調査の

結果並びに補足説明をいたします。 

７ 番：先日事務局職員と現地確認しました。当該地は、南側が店舗駐車場であり

ますが、混雑している状況が多々見られます。東西が道路であり、周りの

農地に影響はないと考えますので、問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２８号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号２８号は原案のとおり許可相当として意

見書を添え、県に進達することに決定いたします。 

次に、日程第４、農地造成工事承認願について、議案番号２９号を上程

いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号２９号を朗読） 

 (説明) 当案件は、位置図にありますとおり岡田地域内にある農用地区域内農地

１筆で、現況は田です。盛土高は道路面より約５０センチで、畑として利

用する計画です。また、隣接する道路や水路との境界には安全鋼鈑で土留

めし、土の流出を防ぎます。畑に転換後は、露地野菜を作付けする予定で

す。また、隣接地所有者から同意書が提出されています。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である２番から現地調査の結果並びに補足説明

をお願いいたします。 

２ 番：先日事務局職員と現地確認しました。当該地は、機械の老朽化や高齢を理

由に耕作されておりませんでしたが、造成することでトラクターの管理が

できることから効率的に利用できるのではないかと考えます。周囲の農地

に影響もないと考えますので問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 



会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２９号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号２９号は原案のとおり許可証を交付する

ことに決定いたします。次に、日程第５、農業経営基盤強化促進法に伴う

利用権の設定の申し出について、議案番号３０号を上程いたします。事務

局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号３０号を朗読） 

（説明）当該地は岡田地区にある農用地区域内農地の１筆で、現況は田から畑へ

造成工事中です。期間については５年間で、借り手は草刈機などを保有し

ております。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である２番から農地法の観点から現地調査 

の結果並びに補足説明をお願いします。 

２ 番：先日事務局職員と現地確認しました。現況は造成工事が７割ほど完了して

いる状況です。造成したあと耕作しない期間があるよりも、続けて利用し

有効活用していただける方がよいと考えます。近隣への影響もないと考え

ますので、問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に 

    ついて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３０号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号３０号は原案のとおり決定通知書を町長

に送付いたします。続いて、議案番号３１号を上程いたします。事務局よ

り議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号３１号を朗読） 

（説明）当該地は岡田地区にある農用地区域内農地１筆で、現況は畑です。期間

については５年間で、借り手はトラクターやハンマーナイフなどを保有し

ており、近隣で実績があります。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である２番から農地法の観点から現地調査 

の結果並びに補足説明をお願いします。 

２ 番：当該地は現況かなり荒れており、長年利用されていないと記憶しています。

借り手は南側の農地を耕作しているので、当該地を借りることで作業効率

がよくなると考えますので問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に 

    ついて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３１号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号３１号は原案のとおり決定通知書を町長

に送付いたします。続いて議案番号３２号を上程いたします。事務局より

議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号３２号を朗読） 



（説明）当該地は、小動地区にある農用地区域内農地３筆と農業振興地域内農地

1 筆の合計４筆です。現況については畑で、期間については５年間です。

借り手はトラクターやハンマーナイフなどを保有しています。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である１番から農地法の観点から現地調査 

の結果並びに補足説明をお願いします。 

１ 番：先日事務局職員と現地確認しました。借り手は必要な機材を所有している

ことから問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に 

    ついて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３２号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号３２号は原案のとおり決定通知書を町長

に送付いたします。 

    次に日程第５、農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、報

告番号３０号から３２号の３件、日程第６、農地法第５条第１項第７号の

規定による届出について、報告番号３３号から４１号の９件、以上、一括

して事務局より報告事項の説明をお願いします。 

事務局：農地法第４条第１項第８号の規定による届出については、議案書のとおり

３件、農地法第５条第１項第７号の規定による届出については、議案書の

とおり９件それぞれ届出がありました。 

    いずれも添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により、 

    書類を受理いたしました。 

会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、報告事項については

了承されたことといたします。次に、日程第８、寒川農業振興地域整備計画

の変更に係る意見聴取について、議案番号３３号を上程いたします。事務局

より説明をお願いします。 

事務局：当案件については、別添にありますとおり、農家の本家住宅の建設及び錯

誤を原因として、農業振興地域の農用地指定を除外することについて、町部

局が農業委員会に意見聴取するものです。原因と寒川農業振興地域整備計画

の変更の詳細については、町農政課より説明させていただきます。 

（農政課より説明） 

町農政課より説明のありました、寒川農業振興地域整備計画の変更に係る意

見聴取に対して、別紙意見書(案)のとおり回答してよろしいかお伺いしま

す。では別紙意見書(案)を朗読させていただきます。 

（別紙意見書(案)の朗読） 

会 長：ただいま説明ありました案件について、発言のある方は挙手願います。 

（５番挙手） 

５ 番：錯誤があった場所の建築物の建築時期について、藤沢土木事務所から平塚

土木事務所に建築の事務が移った時期であるということですが、錯誤の原因

としては、建築の申請が藤沢土木事務所で、検査が平塚土木事務所だったと

いうことでしょうか。 

農政課：県土木事務所に確認したところ、時期としてはその時期だが原因等につい

ての詳細は不明とのことです。 



（２番挙手） 

２ 番：農家本家を建築する土地について、農用地除外の要件は満たしているので

すか。 

農政課：現在当該者の住居のある市街化区域の土地はすでに売買契約を結んでお

り、所有権移転予定であるため、当該者にはその他の所有地に建築できる場

所がないことから、農用地除外の要件を満たしています。 

２ 番：今回の農用地の除外については、農家本家建築のために行う部分と錯誤の

部分で、隣地所有者とそれぞれの所有地が入り組んでおり、今回の変更を期

にそれらの所有地を交換し、入り組んだ土地の解消を行うということなの

で、錯誤の部分についても除外を認めないと農家本家の建築に支障があるこ

とから、やむを得ないのではないでしょうか。 

（４番挙手） 

４ 番：当該者は、現在居住している市街化区域の土地を売却するとのことですが、

本来なら農用地の所有地に建築するのではなく、現在の住宅がある場所で建

て替えするのが筋ではないでしょうか。 

農政課：おっしゃる通り、現在居住している市街化区域の土地を売却することにつ

いて、相応の理由がないと農用地への建築及び除外は難しいのではないかと

考えます。本件については、現本家住宅が昭和２４年建築で老朽化が進んで

おり、今後震災があった場合等、生命に関わることになりかねないことから、

建替えを行うということであり、本来は現在の場所に建替えするところです

が、建替え費用を捻出するのに自宅及び自宅のある宅地の売却が必要である

こと、また、妻が障害３級で要介護認定を受けているため、職場の近くに自

宅を構えたいことの理由があることから、農用地への建築及び除外の要件を

満たすこととなります。 

４ 番：所有地以外の他の土地を探して適地がなかったから、所有地の農用地指定

を除外し建築するということですか。 

農政課：土地を所有していればそれが農用地であっても、新たに土地を取得等する

必要はなく、所有している土地に住居を建築することができることとなりま

す。 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３３号について、 

    原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号３３号は原案のとおり意見書を町長に送

付いたします。 

   最後に、その他として、審議事項はありますでしょうか。 

（特になし） 

会 長：では、以上をもって、令和５年第４回寒川町農業委員会定例総会を 

閉会いたします。 

資  料 １．令和５年第４回定例総会議案及び位置図 
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